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そ
こ
で
、
障
害
者
本
人
、
家
族
、
関
係
者
の
強
い
願
い
に
よ
り
、
自
主
的
に
作
業
所
を
開
設
し
、
労
働
の
場
と

集
団
的
人
間
関
係
を
保
障
し
、
障
害
者
の
働
く
喜
び
と
生
き
が
い
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
小
規
模
障

害
者
施
設
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
発
表
の
厚
生
省
調
査
に
よ
れ
ば
六
百
三
十
八
を
数
え
、
そ
の
後
も
増
え
続
け

て
い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

養
護
学
校
の
義
務
制
に
よ
り
、
重
度
か
つ
重
複
の
障
害
児
に
も
教
育
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
し
か
し

不
況
下
の
今
日
、
障
害
者
の
就
労
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
卒
業
後
に
大
き
な
不
安
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ 

 

る
。 こ

れ
ら
小
規
模
施
設
に
対
す
る
地
方
自
治
体
か
ら
の
補
助
金
制
度
は
次
第
に
増
加
し
、
現
在
四
十
都
道
府
県
十

政
令
都
市
に
広
が
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
か
ら
の
助
成
制
度
は
ま
つ
た
く
な
く
、
い
ず
れ
も
そ
の
経
営
は
、
甚 
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だ
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
京
都
府
の
大
半
の
小
規
模
障
害
者
作
業
所
を
組
織
す
る
京
都
府
障
害
者
共
同
作
業
所
連

絡
会
の
調
査
（
昭
和
五
十
七
年
秋
）
に
よ
れ
ば
、
運
営
費
に
占
め
る
補
助
金
の
割
合
は
平
均
七
二
％
で
あ
り
、
残
り

の
二
八
％
は
廃
品
回
収
、
バ
ザ
ー
寄
付
金
等
の
自
主
財
源
で
補
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
全
国
的
に
共

通
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。 

一 

本
年
六
月
に
開
か
れ
た
第
六
十
九
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
に
お
い
て
、「
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
雇
用
（
心

身
障
害
者
）
に
関
す
る
条
約
」
及
び
「
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
雇
用
（
心
身
障
害
者
）
に
関
す
る
勧
告
」
が 

以
上
の
現
状
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
小
規
模
障
害
者
施
設
に
対
す
る
政
府
の
援
助
は
、
障
害
者
福
祉
の
向
上
に
と

つ
て
緊
急
か
つ
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
小
規
模
施
設
は
、
法
人
認
可
に
必
要
な
二
十
名
以
下
の
所
が
多
く
、
か
つ
精
神
薄
弱
、
身
体

障
害
の
み
な
ら
ず
、
精
神
障
害
者
を
含
ん
で
い
る
所
も
増
え
て
き
て
い
る
。 

よ
つ
て
、
以
下
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

四 

 



 

二 

厚
生
省
社
会
局
長
か
ら
諮
問
を
受
け
た
身
体
障
害
者
福
祉
基
木
問
題
検
討
委
員
会
は
、
本
年
八
月
報
告
書
を

提
出
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
「
授
産
施
設
、
福
祉
工
場
等
の
作
業
施
設
は
、
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
身
体 

 

障
害
者
の
就
労
の
場
と
し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
そ
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
作
業
施

設
は
近
年
小
規
模
化
の
傾
向
に
あ
り
、
将
来
の
方
向
と
し
て
対
象
者
の
障
害
の
相
違
を
踏
ま
え
た
共
同
利
用
等

に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
」
（

5
の

(2)
）
と
答
申
さ
れ
て
い
る
。 

政
府
は
速
や
か
に
こ
れ
ら
条
約
の
批
准
及
び
勧
告
を
受
け
入
れ
、
小
規
模
障
害
者
施
設
へ
の
援
助
を
行
う
べ

き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

採
択
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
条
約
の
規
定
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
心
身
障
害
者
に
つ
い
て
適
用
す 

る
。
」
（
第
一
条
第
四
項
）
と
あ
り
、
「
非
政
府
機
関
に
よ
つ
て
運
営
さ
れ
る
心
身
障
害
者
の
た
め
の
職
業
訓
練
、

職
業
指
導
保
護
雇
用
及
び
職
業
紹
介
の
事
業
に
対
す
る
適
当
な
政
府
援
助
」
（
勧
告
Ⅱ
の
11
の
ｄ
）
の
必
要
性
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。 

五 

 



 

 

六 

そ
こ
で
、
精
神
薄
弱
者
通
所
授
産
施
設
、
身
体
障
害
者
通
所
授
産
施
設
の
運
用
に
際
し
、
さ
き
に
述
べ
た
小

規
模
障
害
者
施
設
の
実
態
に
も
か
ん
が
み
、
精
神
障
害
者
を
含
む
障
害
の
種
類
の
異
な
つ
た
者
の
共
同
利
用
に

つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
の
か
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

前
述
の
無
認
可
の
共
同
作
業
所
に
対
す
る
国
か
ら
の
補
助
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
は
ど
う
考
え
る
の
か

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


